
 

避難所における学校給食施設等の活用

災害が発生した場合における避難所の良好な生活環境の確保に向けては、食事の提供も重要

な事項の一つである。適温食の提供、栄養バランスの確保、食物アレルギー対応、メニューの

多様化等、質の確保が求められる。その際、学校給食施設等の活用も有効な手段の一つとなる

ことから、積極的な活用が期待され、「避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設

等の活用の留意事項」（令和７年１月１６日内閣府・文部科学省）において、学校給食施設等の

活用を含めた災害時の対応や協力体制等について、関係機関で事前に協議し、災害時の体制づ

くりを進めるよう示されている。 
 
３ 熱中症対策に関わる労働安全対策

「労働安全衛生規則」により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、熱中症の重篤化を

防止するため、体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられている。

学校給食施設は、調理に伴い熱や蒸気が発生し、高温多湿な環境となりやすいことから、熱中

症対策を実施する。

ア 施設設備等の整備

ｱ 「学校給食衛生管理基準」に示されているドライシステムの導入に努めるとともに、空

調（冷房）設備の設置についても進める。

ｲ 整備に時間を要する場合は、「学校給食衛生管理基準」の内容を踏まえつつ、洗浄・清掃

作業時において軽装（半袖白衣等）を導入するなど、柔軟に熱中症対策を行う。

ｳ 調理等の業務を外部委託して実施する場合には、当該業務の受託者に対して労働安全衛

生規則に基づく義務が課せられ、給食業務従事者の労務管理は受託者において行われる。

その場合、施設設備等、受託者が変更する余地のない作業環境については、学校設置者に

おいて対応を検討する。実情等を踏まえ、受託者の行う対策に協力する。

ｴ 施設設備や作業工程・方法等について定期的に点検を実施し、必要な措置を行う。

 
イ 重症化の防止

ｱ 自覚症状の有無にかかわらず、作業前後及び作業中に水分及び塩分を定期的に摂取する。 

ｲ 熱中症及び熱中症の恐れがある者、又は発見した者は、ただちに管理者に報告する。 

ｳ 熱中症、又は熱中症の恐れがある者は、作業離脱をして身体冷却、水分補給を行う。 

ｴ 返事ができない、もうろうしている等の意識の異常がみられる場合は、医療機関へ搬送する。 

ｵ 医療機関までの搬送時や経過観察、回復後は、体調が急変により症状が悪化する恐れがある 

ため、一人にしない。 

 

 

災害時における学校給食の再開に関する留意点 
ア 施設設備の安全確認

ｱ ライフラインの点検 
電気・水道・ガス等は、専門業者による点検と破損や故障箇所等の確認を行う。 

ｲ 衛生状態の安全確認

「学校環境衛生基準」及び「学校給食衛生管理基準」に基づき、衛生管理を行う。併せ

て、状況に応じて臨時の衛生検査を行うなどして、被災した学校給食施設や各学校の適切

な衛生状態を確保する。 
ｳ 調理施設設備等の安全・動作確認

施設設備の洗浄・消毒を行い、調理設備等は専門業者による点検と動作を確認する。

イ 学校給食の再開

ｱ 納入業者の被災状況の確認

食品等の納入が可能か確認し、難しい場合は教育委員会等と調整・選定する。

ｲ 学校給食従事者の健康状態の確認

食中毒や感染症を防止するために、健康状態の確認をし、作業に従事する。

ｳ 給食の形態の検討

通常の給食が開始できない場合は、簡易給食、民間業者等からのデリバリー方式、近隣

施設からの提供等、状況に応じた段階的な実施も検討する。

ｴ 食事の配慮が必要な幼児児童生徒（食物アレルギー、形態調整食等）への対応

誤食・誤嚥
えん

等の事故防止のため、使用食品の確認と緊急時の対応や連絡先の確認を行う。 
ｵ 喫食者の食中毒・感染症予防

手洗いや食品等の保管、ごみの処理等の確認を行う。  
 
【学校給食再開時の確認事項】（例）

チェック項目

□ ライフラインと施設設備の点検をして安全を確認し、使用水の水質検査を行う。

□ 施設設備の洗浄、消毒を行い、状況に応じて衛生検査を行う。

□ 備蓄品の状態や納入可能な業者・物資を確認する。

□ 学校給食従事者の健康状態について、「学校給食衛生管理基準」に基づいて確認し、業

務に従事できる人員を把握する。

□ 安全な配送方法、ルート、時間等を確認する。

□ 学校や幼児児童生徒の被災状況等を確認し、学校での配膳方法を検討する。

□ 使用可能な食品や施設設備の状況等に応じて、給食内容を決定する。また、状況に応

じて、段階的に簡易給食等から再開することも考える。

□ 食物アレルギー等の対応について、学校と調理場で連携を徹底し、安全に実施する。

□ ごみの回収や処理について、衛生的に行う方法を確認する。

□ 教育委員会、学校、調理場で、給食再開についての情報を共有し、家庭への連絡や説

明を行う。

 

18

00116389_hb.indd   1800116389_hb.indd   18 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35

 

避難所における学校給食施設等の活用

災害が発生した場合における避難所の良好な生活環境の確保に向けては、食事の提供も重要

な事項の一つである。適温食の提供、栄養バランスの確保、食物アレルギー対応、メニューの

多様化等、質の確保が求められる。その際、学校給食施設等の活用も有効な手段の一つとなる

ことから、積極的な活用が期待され、「避難所における適切な食事の確保のための学校給食施設

等の活用の留意事項」（令和７年１月１６日内閣府・文部科学省）において、学校給食施設等の

活用を含めた災害時の対応や協力体制等について、関係機関で事前に協議し、災害時の体制づ

くりを進めるよう示されている。 
 
３ 熱中症対策に関わる労働安全対策

「労働安全衛生規則」により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、熱中症の重篤化を

防止するため、体制整備、手順作成、関係者への周知が事業者に義務付けられている。

学校給食施設は、調理に伴い熱や蒸気が発生し、高温多湿な環境となりやすいことから、熱中

症対策を実施する。

ア 施設設備等の整備

ｱ 「学校給食衛生管理基準」に示されているドライシステムの導入に努めるとともに、空

調（冷房）設備の設置についても進める。

ｲ 整備に時間を要する場合は、「学校給食衛生管理基準」の内容を踏まえつつ、洗浄・清掃

作業時において軽装（半袖白衣等）を導入するなど、柔軟に熱中症対策を行う。

ｳ 調理等の業務を外部委託して実施する場合には、当該業務の受託者に対して労働安全衛

生規則に基づく義務が課せられ、給食業務従事者の労務管理は受託者において行われる。

その場合、施設設備等、受託者が変更する余地のない作業環境については、学校設置者に

おいて対応を検討する。実情等を踏まえ、受託者の行う対策に協力する。

ｴ 施設設備や作業工程・方法等について定期的に点検を実施し、必要な措置を行う。

 
イ 重症化の防止

ｱ 自覚症状の有無にかかわらず、作業前後及び作業中に水分及び塩分を定期的に摂取する。 

ｲ 熱中症及び熱中症の恐れがある者、又は発見した者は、ただちに管理者に報告する。 

ｳ 熱中症、又は熱中症の恐れがある者は、作業離脱をして身体冷却、水分補給を行う。 

ｴ 返事ができない、もうろうしている等の意識の異常がみられる場合は、医療機関へ搬送する。 

ｵ 医療機関までの搬送時や経過観察、回復後は、体調が急変により症状が悪化する恐れがある 

ため、一人にしない。 

 

 

災害時における学校給食の再開に関する留意点 
ア 施設設備の安全確認

ｱ ライフラインの点検 
電気・水道・ガス等は、専門業者による点検と破損や故障箇所等の確認を行う。 

ｲ 衛生状態の安全確認

「学校環境衛生基準」及び「学校給食衛生管理基準」に基づき、衛生管理を行う。併せ

て、状況に応じて臨時の衛生検査を行うなどして、被災した学校給食施設や各学校の適切

な衛生状態を確保する。 
ｳ 調理施設設備等の安全・動作確認

施設設備の洗浄・消毒を行い、調理設備等は専門業者による点検と動作を確認する。

イ 学校給食の再開

ｱ 納入業者の被災状況の確認

食品等の納入が可能か確認し、難しい場合は教育委員会等と調整・選定する。

ｲ 学校給食従事者の健康状態の確認

食中毒や感染症を防止するために、健康状態の確認をし、作業に従事する。

ｳ 給食の形態の検討

通常の給食が開始できない場合は、簡易給食、民間業者等からのデリバリー方式、近隣

施設からの提供等、状況に応じた段階的な実施も検討する。

ｴ 食事の配慮が必要な幼児児童生徒（食物アレルギー、形態調整食等）への対応

誤食・誤嚥
えん

等の事故防止のため、使用食品の確認と緊急時の対応や連絡先の確認を行う。 
ｵ 喫食者の食中毒・感染症予防

手洗いや食品等の保管、ごみの処理等の確認を行う。  
 
【学校給食再開時の確認事項】（例）

チェック項目

□ ライフラインと施設設備の点検をして安全を確認し、使用水の水質検査を行う。

□ 施設設備の洗浄、消毒を行い、状況に応じて衛生検査を行う。

□ 備蓄品の状態や納入可能な業者・物資を確認する。

□ 学校給食従事者の健康状態について、「学校給食衛生管理基準」に基づいて確認し、業

務に従事できる人員を把握する。

□ 安全な配送方法、ルート、時間等を確認する。

□ 学校や幼児児童生徒の被災状況等を確認し、学校での配膳方法を検討する。

□ 使用可能な食品や施設設備の状況等に応じて、給食内容を決定する。また、状況に応

じて、段階的に簡易給食等から再開することも考える。

□ 食物アレルギー等の対応について、学校と調理場で連携を徹底し、安全に実施する。

□ ごみの回収や処理について、衛生的に行う方法を確認する。

□ 教育委員会、学校、調理場で、給食再開についての情報を共有し、家庭への連絡や説

明を行う。

 

19

00116389_hb.indd   1900116389_hb.indd   19 2026/03/05   13:352026/03/05   13:35




